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別表第６（第１２条関係） 

１ 長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料 

手数料の区分 手数料の額 

認定申請（事前

審査なし） 

長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第５

条第１項から第

５項までの規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の認定申請

（同法第６条第

１項各号に掲げ

る基準に適合し

ていることにつ

き、あらかじめ、

住宅の品質確保

の促進等に関す

る法律（平成１

１年法律第８１

号）第５条第１

項に規定する登

録住宅性能評価

機関（以下「登

録住宅性能評価

機関」という。）

による審査を受

けたものを除

く。） 

一戸建て住宅 新築 ６８，０００円 

増築又は改築 ９９，０００円 

床面積の合計が５００平方

メートル以下の共同住宅等 

新築 １５７，０００円 

増築又は改築 ２３０，０００円 

床面積の合計が５００平方

メートルを超え１，０００平

方メートル以下の共同住宅

等 

新築 ２４７，０００円 

増築又は改築 ３６４，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え３，０００

平方メートル以下の共同住

宅等 

新築 ４８８，０００円 

増築又は改築 ７２２，０００円 

床面積の合計が３，０００平

方メートルを超え５，０００

平方メートル以下の共同住

宅等 

新築 ８７６，０００円 

増築又は改築 １，２９８，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，００

０平方メートル以下の共同

住宅等 

新築 １，５１１，０００円 

増築又は改築 ２，２４１，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２０，０

００平方メートル以下の共

同住宅等 

新築 ２，８０５，０００円 

増築又は改築 ４，１６１，０００円 

床面積の合計が２０，０００

平方メートルを超え３０，０

００平方メートル以下の共

同住宅等 

新築 ４，０２８，０００円 

増築又は改築 ５，９７６，０００円 

床面積の合計が３０，０００

平方メートルを超える共同

住宅等 

新築 ４，９４９，０００円 

増築又は改築 ７，３４３，０００円 
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認定申請（事前

審査あり） 

長期優良住宅

の普及の促進に

関する法律第５

条第１項から第

５項までの規定

に基づく長期優

良住宅建築等計

画の認定申請

（同法第６条第

１項各号に掲げ

る基準に適合し

ていることにつ

き、あらかじめ

登録住宅性能評

価機関による審

査を受けたもの

に限る。） 

 

一戸建て住宅 新築 １５，０００円 

増築又は改築 ２１，０００円 

床面積の合計が５００平方

メートル以下の共同住宅等 

新築 ２５，０００円 

増築又は改築 ３６，０００円 

床面積の合計が５００平方

メートルを超え１，０００平

方メートル以下の共同住宅

等 

新築 ３９，０００円 

増築又は改築 ５６，０００円 

床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え３，０００

平方メートル以下の共同住

宅等 

新築 ６２，０００円 

増築又は改築 ９２，０００円 

床面積の合計が３，０００平

方メートルを超え５，０００

平方メートル以下の共同住

宅等 

新築 ９８，０００円 

増築又は改築 １４５，０００円 

床面積の合計が５，０００平

方メートルを超え１０，００

０平方メートル以下の共同

住宅等 

新築 １４７，０００円 

増築又は改築 ２１９，０００円 

床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え２０，０

００平方メートル以下の共

同住宅等 

新築 ２４８，０００円 

増築又は改築 ３７０，０００円 

床面積の合計が２０，０００

平方メートルを超え３０，０

００平方メートル以下の共

同住宅等 

新築 ３１３，０００円 

増築又は改築 ４６８，０００円 

床面積の合計が３０，０００

平方メートルを超える共同

住宅等 

新築 ３５５，０００円 

増築又は改築 ５３１，０００円 
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認定申請（既存住宅） 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

第５条第６項及び第７項の規定に基づく長

期優良住宅維持保全計画の認定申請 

認定申請された長期優良住宅維持保

全計画に係る建築物の区分に応じ、そ

れぞれ長期優良住宅建築等計画の認

定申請における増築または改築の項

に掲げる額 

備考 この表に掲げる申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項

の規定に基づく申出がある場合にあっては、申出に係る建築物の床面積の区分に応じ、

別表第１の１の表に掲げる額（当該申請に係る長期優良住宅建築等計画に法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては別表第１の２の表に掲げる額

を加えた額）を、当該申請に係る手数料に加えた額とする。 

 

２ 長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請等手数料 

手数料の区分 手数料の額 

計画変更（事前審査なし） 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第８条第１項の規定に基づく

長期優良住宅建築等計画の変更の認

定申請（同法第６条第１項各号に掲

げる基準に適合していることにつ

き、あらかじめ登録住宅性能評価機

関による審査を受けたものを除く。） 

一戸建て住宅を新築する

場合 

３４，０００円 

一戸建て住宅を増築又は

改築する場合 

４９,５００円 

共同住宅等 

当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床

面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、

当該増加する部分の床面積）に応じ、別表第６の１

の表に掲げる額 

計画変更（事前審査あり） 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第８条第１項の規定に基づく

長期優良住宅建築等計画の変更の認

定申請（同法第６条第１項各号に掲

げる基準に適合していることにつ

き、あらかじめ登録住宅性能評価機

関による審査を受けたものに限る。） 

一戸建て住宅を新築する

場合 

７,５００円 

一戸建て住宅を増築又は

改築する場合 

１０，５００円 

共同住宅等 

変更に係る部分の床面積に２分の１を乗じた面積

（床面積が増加する部分にあっては増加面積を加え

た面積）に応じ、別表第６の１の表に掲げる額 

譲渡人の決定 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第９条第１項及び第３項の規

定に基づく長期優良住宅建築等計画

１件につき ５，０００円 
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の変更の認定申請 

地位の継承 

長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律第１０条の規定に基づく地位

の継承の承認申請 

１件につき ５，０００円 

備考 この表に掲げる申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条第２項

により準用する同法第６条第２項の規定に基づく申出がある場合にあっては、申出に係

る建築物の床面積の区分に応じ、別表第１の１の表に掲げる額（当該申請に係る長期優

良住宅建築等計画に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合にあっ

ては別表第１の２の表に掲げる額を加えた額）を、当該申請に係る手数料に加えた額と

する。 

 


